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図 7-6 第二焼却工場制御室 

 

 
図 7-7 第 2 焼却工場発電ビル内 
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日本では、東京 23 区清掃一部事務組合が焼却施設の更新工事を複数件実施している

が（例えば、足立工場、板橋工場）、これらの経験から、既存工場のリニューアルを行

うことは、決して経済的な効果があるわけではないことが判明している。  

 事業主体の構成 

当該事業は、20 年という長期間、確実に燃料である都市廃棄物の供給を受けること

が必須の事業であり、都市廃棄物を管理するモスクワ市、並びに発電電力を買い取る

ロシア政府と、良好で緊密な関係を継続する必要がある。 
したがって、事業主体は、日本のプレイヤーの他に、現地での有力なパートナーが

参画することが望ましい。 
日本側の事業主体は、豊田通商株式会社を予定する。他の日本国内やロシア国民間

企業の出資を中心に、特別目的会社（SPC）を現地モスクワに設立し、SPCが事業主体

となる。 

 

 事業方式 

SPC は、このサービスを提供するために、モスクワ市政府が所有する土地（第 2 焼

却工場）を借り受け、施設を建設（Build）し、所有（Own）し、運用（Operate）する

こととなるので、所謂 BOO 方式での事業である。 

 事業実施スキーム 

モスクワ市のテリトリースキームの下でモスクワ市東地区及び北東地区の一般廃棄

物総合処理を担当する予定であるハルティア社との連携により、テリトリースキーム

での都市廃棄物処理事業を想定する。また、現在ロシア連邦国会で検討中の廃棄物焼

却発電のキャパシティ制度の導入に関する草案の可決を想定する。 
事業収入としては、以下の３つの事項とする。 
④ 廃棄物処理料金 
⑤ エネルギー売却収入 
⑥ キャパシティ制度の下でのエネルギー売却収入 

 
主な支出としては、運営に係る人件費、薬品等調達コスト、光熱水コスト、施設の

維持管理コストとなる。 
 
ハルティア社はロシアの民間企業であり、SPC も民間企業である。ハルティア社は、

モスクワ市政府よりテリトリースキームに則った包括的な廃棄物管理サービスの提供

について委託を受けることを予定しており、当該事業はハルティア社に対する廃棄物

中間処理サービスの提供となる。 
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図 7-8 事業実施スキーム 

 

（ ）事業実施体制 

海外展開事業の実施体制は、以下のとおりである。 
・事業全体実施： 豊田通商（株） 
・技術、設備調達担当： 日本プラントメーカ 
・SPC 構成： 豊田通商株式会社、ロシア側パートナー会社等 

・維持管理担当： ロシア側パートナー会社等 
 

（ ）資金計画 

SPC 設立の出資に関しては、各企業にて自己資本、市中金融機関からの融資、ある

いはその組み合わせにより出資を行う。 
施設建設に関しては、国際協力銀行（JBIC）、ロシア直接投資基金（RDIF）、ロシア

開発対外経済銀行（VEB）等、国際金融による当初事業費の調達を検討する。 
金利返済の負担、国内外製品比率の制限などの条件を勘案し、最終的に決定する。 

（ ）事業化スケージュル 

想定されている海外展開事業の実施スケジュールは、以下のとおりである。 
2016 年 4 月-2017 年 3 月：「第一実現可能性調査」 
（事業実施のためのパートナーを選定のうえ） 
2017 年：詳細 FS を実施、現地側へ事業化提案 
2018 年：事業化体制の確立、特別目的会社の設立、関係機関との契約交渉、 
2019 年：環境影響評価  
2020 年～2022 年：施設建設工事・試運転 
2023 年：本格稼働 
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 現地政府・企業との連携等の事業実施・運営に係る組織体制 

（ ）現地政府・企業との連携 

上述の事業計画を実現させるために、キーパートナーであるハルティア社との協働

を計画しており、協働事業者として、モスクワ市政府に提案できるよう、現在準備中

である。 
一方で、廃棄物焼却発電の事業性を担保するためには、関連する法例の早期施行が

欠かせないものとなっており、中央政府の動向を継続して確認する。 

（ ）事業運営組織計画 

当該事業は、廃棄物処理及び発電を行うための運転・維持管理を行う事業である。

また、24 時間の連続運転を行うことが基本である。したがって、当該施設を運営する

ためには、施設のオペレータとメンテナンス要員等を併せて 35 人程度を見込む。 
一方で、ロシア国内では、焼却発電施設の運転・維持管理を経験している要員は限

られており、上記の要員全てが必要な技術を事業開始当初より有していることは考え

難い。我が国での焼却発電施設を自治体の直営の運転員が実施する際には、建設した

プラントメーカが数ヵ年教育を実施した後に引き継ぐ例もあり、この例に倣って、当

初の 3 ヵ年は、運転・維持管理に係る SV（スーパーバーイザー教育員）を施設に配置

し、数年掛けて SPC に技術を引き継ぐ。 
 
 
 

 
． 実現可能性の評価 

 環境負荷削減効果（CO2 削減効果調査） 

本事業における温室効果ガス排出削減をもって環境負荷低減効果を評価した。 
評価にあたっては、施設規模を900t/dと設定し、以下のとおり温室効果ガス排出削減量

を試算した。 
これらの試算に当たっては、廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針

（2012 年 3 月、環境省）に従い焼却由来の温室効果ガスを試算し、また直接埋立によ

るメタン等の温室効果ガスの排出については、平成 26 年度実施の環境省事業「ロシア

国モスクワ圏における都市廃棄物の統合型エネルギー回収事業環境基礎調査」報告書

に基づき、試算を行った。 
 

（ ）試算対象とする温室効果ガス 

一般廃棄物焼却施設ごとの一般廃棄物処理量当たりのCO2 排出量の実績値の算出は、

次の式によるものとした。 
Ｉ＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）／Ｄ 
 
Ｉ：排出実績値〔kg-CO2/t-焼却廃棄物〕 
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一般廃棄物焼却施設における一般廃棄物処理量当たりの二酸化炭素排出量 
 
Ａ：エネルギー起源CO2 排出量〔kg-CO2〕 
当該施設において1 年間に使用された電気及び化石燃料等のエネルギーの使用に伴

って排出された二酸化炭素排出量。ただし、施設内で製造し、使用したものは除く。 
 
Ｂ：廃プラスチック類等の焼却に由来するCO2 排出量〔kg-CO2〕 
当該施設において1 年間に廃プラスチック類等（合成繊維等を含む。以下同じ。）

の焼却に伴って排出された二酸化炭素排出量 
 
Ｃ：熱回収等によるCO2 削減効果〔kg-CO2〕 
当該施設において1 年間に当該施設の外部へ供給した電気若しくは熱又は当該施設を

設置している廃棄物処理事業者等が再生したバイオ燃料（一般廃棄物を原材料として

製造されたものに限る。以下同じ。）による二酸化炭素削減効果（バイオ燃料による

二酸化炭素削減効果は、当該市町村内の一般廃棄物焼却施設における一般廃棄物処理

量に応じて按分した値） 
 
Ｄ：廃棄物焼却処理量〔t〕 
当該施設における 1 年間の一般廃棄物処理量 
試算においては、以下の与条件を設定した。 
・購入電力量：計上しない 
・燃料使用量：計上しない。 
・立上下げの燃料使用量：計上しない。 
・外部熱供給量：なし。 

（ ）廃プラスチック類の焼却に由来する CO2 排出実績値の算出 

プラスチック含有量：15.7％（湿ベース） 
出典：平成 27 年度ロシアの３R 及び廃棄物の適正処理に係る二国間協力に関する調査

検討業務（2016 年、環境省） 
廃プラスチック由来の CO2 発生量：2730[kg-CO2/t-廃プラスチック類] 
 
CO2 の試算 
 
１） 施設規模 

 
焼却炉 t/day・炉 450 系列数 2 

 
２） 試算用データ 

項目番号 項目 単位 年間計 備考 
① 廃棄物焼却処理量 t 300,000 333 日稼動 
② 購入電力量 MWh 0 見込まない 
③ 燃料使用量 kL  0 見込まない 
④ 売電電力量 MWh 152247.6 19.05MWhCO2/t-国間日 
⑤ 外部熱供給量 MWh 0 見込まない 
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一般廃棄物焼却施設における一般廃棄物処理量当たりの二酸化炭素排出量 
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２） 試算用データ 
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① 廃棄物焼却処理量 t 300,000 333 日稼動 
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３） 廃棄物質、運転条件 
項目 単位 値 備考 
系列１ 日/year 333 ― 
系列２ 日/year 333 ― 
低位発熱量 MJ/kg 7.7 基準廃棄物質 
灰分 ％ 21.7 基準廃棄物質 

 
４） 排出係数 

a 電力の CO2 排出係数 t-CO2/kWh 0.000555 
b 燃料（LNG）の CO2 排出係数 t-CO2/m3 － 
C 熱利用 CO2 排出係数 t-CO2/GJ － 

 
５） 計算 

エネルギーの使用及び熱回収に係る CO2 排出係数実績値(kg-CO2 /t-焼却廃棄物) 
＝（②×a×1000+③×b-④×a×1000-⑤×c/1000）÷（①×1000） 
＝（0＋0－152,247.6 x 0.000555 x 1000）÷300,000 x 1000 
＝84,497.418 ÷300 
＝281.66 (kg-CO2 /t-焼却廃棄物) 

 

（ ）廃プラスチック類の焼却に由来する CO2 排出実績値の計算 

 
１） 算出に用いるデータ 

項目 単位 データ 値 備考 
廃棄物中の水分 ％ (1) 39.7 基準廃棄物質 
廃棄物中の廃プラスチッ

ク類の組成割合 
% (2) 15.7 H27 調査平均 

年間の廃棄物焼却処理量 t (3) 300,000  
 
２） 排出係数 

d 廃プラスチックのCO2排出係数 Kg-CO2/t-焼 却 廃 棄

物 
2730 

 
３） 計算 

廃プラスチック類の焼却に由来する CO2 排出実績値(kg-CO2/t-焼却廃棄物) 
＝（1－(1) / 100）x (2) / 100 x d 
＝（1－39.7 / 100）x 15.7 / 100 x 2730  
＝258.45 kg-CO2/t-焼却廃棄物 

 
４）まとめ 

項目 単位 値 
エネルギーの使用及び熱

回収に係る CO2 排出量 
kg-CO2/t-焼却廃棄物 ▲281.66 

廃プラスチック類の焼却 kg-CO2/t-焼却廃棄物 ＋258.45 
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に由来する CO2 排出実績

値 
合計  ▲ 23.21 

 
焼却廃棄物１t 当たり、23.21kg の CO2 を削減できる。 
すなわち、年間当たりの CO2 削減量は以下のとおり求められる。 
23.21kg-CO2/t-廃棄物×ごみ×21kg-CO 廃棄物/year＝6,963t/year 
 

（ ）廃棄物埋立に係る CO2 排出量 

 
廃棄物の直接埋立により発生するメタンの試算を行うために、廃棄物における生分

解性炭素量を以下のとおり試算した。 
 

表8-1 廃棄物埋立処分量とDOC量（年間） 

項目 
埋立処分量 

(湿潤ベース) 
(％) 

埋立処分量 
DOC 割合

（%） 
DOC 量 
（t/y） 

厨芥 24.6 73,800 15 11,100 
紙類 12.4 37,200 40 14,900 
繊維 2.7 8,100 24 1,900 
草木 2.1 6,300 43 2,700 

プラスチッ

ク、金属、ガ

ラス、その他 
58.2 174,600 0 0 

合計 100 300,000 － 30,600 
 

これらに基づき、直接埋立による温室効果ガス発生量を以下のとおり試算した。 
 
（温室効果ガス）＝ψy・(1- fy)・GWPCH4・(1- OX)・16/12・F・DOCf,y・MCFy・ΣWj・
DOCj 

＝0.75×(1-0)×21×（1-0.1）×16/12×0.5×0.5 ×0.8×.5×0.5＝115,668 t/year 
 
ここで、 
ψy  = モデル修正係数〈0.75〉 
fy = 廃棄物から発生するメタンガスを燃焼させることにより大気中への排出

を防止する割合〈0〉 
GWPCH4 = メタンガスの地球温暖化係数〈21〉 
OX = 酸化ファクタ係数(覆土等による廃棄物由来のメタンガスの酸化に係る係

数)〈0.1〉 
F ＝ 廃棄物から発生するバイオガス中のメタンの割合（体積分率）〈0.5〉 
DOCf,y ＝ 特定の条件下で分解される廃棄物から発生する分解性有機炭素（DOC）
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に由来する CO2 排出実績
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fy = 廃棄物から発生するメタンガスを燃焼させることにより大気中への排出

を防止する割合〈0〉 
GWPCH4 = メタンガスの地球温暖化係数〈21〉 
OX = 酸化ファクタ係数(覆土等による廃棄物由来のメタンガスの酸化に係る係

数)〈0.1〉 
F ＝ 廃棄物から発生するバイオガス中のメタンの割合（体積分率）〈0.5〉 
DOCf,y ＝ 特定の条件下で分解される廃棄物から発生する分解性有機炭素（DOC）
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の割合（重量分率）〈0.5〉 
MCFy ＝ メタン補正係数〈0.8〉 
Wj ＝ 廃棄物品目jの量 
DOCj = 廃棄物品目jの分解性有機炭素割合  
 
したがって、焼却発電を導入した場合の CO2 削減量は、 
 
6,963t/year＋115,668 t/year＝122,631t-CO2/year となる。 

 

 社会的受容性の評価 

社会的受容を把握するため、オンライン調査を実施した12。調査の主な目的は廃棄物

問題（焼却処理、埋立処分、そしてリサイクル等）に対するモスクワ市民の姿勢を把

握することである。2017 年 8 月 1 日にアンケート実施を開始し、2017 年 12 月 7 日ま

で、回答者は 70 名で、そのほとんどは環境活動家である。 
アンケート質問の中で、焼却、埋立に関する 5 つの質問があり、その内本業務に特

に関連性がるもの、そしてその回答は次の３つである。 
 
1）あなたの住宅街の近く（約 1km）に、バイオガス生産の埋立処分場（最新の衛生

管理規制を満たす）または廃棄物焼却発電所（最近の衛生管理規制を満たす）が建設

される場合、どちらの方がよいか？（選択方式回答） 

 
図 8-1 アンケート１）質問の回答（赤：焼却施設、青：埋立処分場） 

                                                        
12 https://docs.google.com/forms/d/1TTpiL28h3heHJCmryaS6vLUSJkCSvA1sZtNGdEJwmxo/edit  
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2）あなたにとって、下記の埋立処分場の特徴に１（完全に無害）から５（非常に危

険）までの値を割り当てください。 
 １）悪臭、見た目の問題 
 ２）火災の可能性 
 ３）違法的な拡大 
 ４）大気や地下水の汚染 
 ５）あなたの不動産の価値減少 
 ６）汚職やヒューマンファクターがもたらす管理システムへの悪影響（環境保

護や安全要件を無視） 
 

表 8-2 アンケート 2）質問の回答 
 レベル 1 2 3 4 5 合計 

全 く 無

害 
非 常 に

危険 
悪臭 回答者% 5.8 17.6 17.6 17.6 41.2 100 

火災の危

険性 
回答者% 0 23.53 23.53 17.65 47.1 100 

無 断 拡

大、不法

投棄 

回答者% 0 5.88 5.8 11.76 76.4 100 

地下水や

土壌の制

御不能な

汚染 

回答者% 0 0 0 11.76 82.3 100 

不動産の

市場価値

の下落 

回答者% 11.7 35.6 17.6 23.53 11.7 100 

ヒューマ

ンファク

ター、汚

職 

回答者% 0 11.7 11.7 11.7 70.5 100 

 
3）下記三つの廃棄物処理管理モデルに関して、環境影響上での安全性と人間健康影

響上での安全性を評価してください（１：最低評価、５：最高評価） 
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表 8-3 アンケート 2）質問の回答 
 

環境影響上での安全性 
 度 1 2 3 4 5 N/A 合計 
モデル

1 
回 答

者% 
57.1 25.7 10 1.4 2.9 2.9 100 

モデル

2 
回 答

者% 
54.3 24.3 11.4 8.6 0 1.4 100 

モデル 回 答 10 4.3 11.4 38.6 34.3 1.4 100 



68

 

68 
 

3 者% 
人間健康影響上での安全性 

モデル

1 
回 答

者% 
48.8 28.6 15.8 1,43 2.8 2.8 100 

モデル

2 
回 答

者% 
55.7 21.4 14.3 5.7 11.4 1.4 100 

モデル

3 
回 答

者% 
8.6 2.9 10 37.1 37.1 4.3 100 

 
 
モスクワ市の喫緊の課題は、最終処分場の逼迫である。既存の焼却発電施設も稼動

しているが、廃棄物処理施設＝不衛生なものという概念があり、近隣での施設の稼動

を避けたがる傾向が、住民、市民団体あるいは行政にも存在することが課題となって

いる。 
一方で、我が国の焼却施設、特に東京や大阪などの都市部においては、市民生活と

共存している施設も多数あり、住民対応や安全設計など、日本の関連技術をソフト面、

ハード面から提供することで、現地に受け入れられる可能性が高まると考えられる。 
 

 実現可能性の評価 

（ ）経済分析 

事業実施の可能性を経済的視点から評価するために、前提条件を以下のようにに設

定した。 
 

表 8-4 設定条件 
項目 条件 

用地 更地（更地にするための費用は含まない） 
建設及び稼働に必要な許可等 取得済（費用は加味しない） 
新規施設の基本設定 ・処理能力：900ton/day 

・稼動時間：20 年間、年間 333 日（8,000 時間） 
・廃棄物熱量：5.8～7.7（基準値）～9.6 MJ/kg 
・発電出力：21.36 MW (内 19MW 売電) 

 
電力卸売市場での売電と廃棄物処理料金（ケース①）、また電力卸売市場での売電と

キャパシティ・アグリーメント契約の下で行う売電と廃棄物処理料金（ケース②）の 2
ケースについて、収入源別の経済分析を実施した。尚、キャパシティ制度に焼却発電

施設を承認する法案は、ロシア国会で検討されており、未可決であることに注意する

必要がある。 
経済分析は、上記の２ケースについて、下表の前提条件を満足するための廃棄物処

理料金及びキャパシティ支払を算定した。尚、設備等の現地調達率を反映していない
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ので、為替レートは無影響とする。また、必要に応じ、ルーブル ユーロの為替レート

を 70RUB=1EUR に設定している。

表 8-5 財務分析設定条件

項目 条件 摘要

Initial cost  
初期投資 

1,633 RUB/ton  

Operational cost 
運営管理費 

2,254 RUB/ton  

Equity ratio 
資本金と借入金の比率 

30% 初期投資に対する自己資本

比率 
Loan amount 
借入金額 

Initial cost*70%(1.0 + Interest 
PA)^loan repayment period 

初期投資に対する融資比率 

Loan repayment 
conditions 
返済条件 

10 years repayment period Interest PA 9.5% 

Depreciation 
設備減価償却期間 

20 years  

Corporate tax 
法人所得税 

20%  

Electricity price in 
wholesale market 
電力卸売市場の売電価

格 

RUB 2.08/kWh 過去 5 年間の平均をベース

に、プロジェクト期間での

平均値 

Years of use of capacity 
market 
キャパシティ市場利用

年数 

15 years 法律より固定 

Inflation 
物価上昇率 

6%  

Target IRR 
内部収益率 

>=12%  

 
上記各ケースの詳細計算は、次頁以降の各表のとおりである。
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上記の前提条件のもとで、計算の結果は次の表のとおりである。 
 

表 8-6 IRR 12%を達成するためのゲートフィー及びキャパシティ売電 
収入源 ケース① ケース② 
キャパシティ売電 N/A 10.38 RUB/kWh  

廃棄物処理料金 4,750 RUB/ton  2,200 RUB/ton  
 

 
IRR におけるパラメーター（廃棄物処理料金（gate fee）、運営管理費、キャパシティ売電）

変動の影響も評価した。表 8-7 に記載されたゲートフィーの初期値は、現在プラント No.4
の廃棄物焼却処理タリフ（2,826 RUB/ton, excluding VAT）に基づいて設定した。運営管理

費は、固定運営管理費及び変動運営管理費を含む。さらに、キャパシティ売電価格は、現

在ロシア連邦議会で協議中の草案に基づいて計算された値である。 
 

表 8-7 パラメーターの初期値 
パラメーター ケース① ケース② 

廃棄物処理料金 3,000 RUB/ton 3,000 RUB/ton 

運営管理費用 676 million RUB/year 676 million RUB/year 

キャパシティ N/A 10.38 RUB/kWh 
 
IRR におけるパラメーター変動の影響は以下のとおりである。 
 

 
図 8-4 事業 IRR におけるパラメーター変動の影響 Case① 
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図 8-5 事業 IRR におけるパラメーター変動の影響 Case② 

 

（ ）事業性評価 

表 8-6の結果を、事業対象地域内にある第 4焼却工場の焼却処理料と、風力発電、小規模

水力発電及び太陽光発電のキャパシティ発電金額と比較し、検討した。ケース①の場合、

12%以上の IRR を達成するために、必要な廃棄物処理料金は第 4 焼却工場のものより 68%
高く、モスクワ市及びモスクワ州においても、簡単に受け入れられる条件ではないと考え

られる。 
 

一方で、ケース②に関しては、計算された 10.35 RUB/kWh のキャパシティ売電が電力卸売

市場で買取されている一般電力価格より約 5 倍高いものの、キャパシティ市場で買取され

ている風力発電及び小規模水力発電のキャパシティ金額（それぞれおよそ 8.8 RUB/kWh と

7.9 RUB/kWh）と同水準にある。さらに、本事業で計算された焼却発電のキャパシティは、

太陽光発電のキャパシティ金額（20.4 RUB/Kwh）より大幅に低い。現在ロシア連邦議会

で検討されている焼却発電キャパシティ草案が可決され、計算された焼却発電キャパシテ

ィ金額が実現されると、必要な廃棄物処理料金は第 4 焼却工場のものより 22%低い。廃棄

物発電施設の導入に伴う環境負荷軽減（先述）などの社会便益を考慮した場合、モスクワ

市において受け入れを容認する可能性があると考えられる。 
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 リスク分析 

表 8-8 に、本事業で考えられる主なリスクと、その対処方針を示す。 
 

表 8-8 主な事業リスクと対処方針針 

リスク項目 リスクの内容 方針 対処策 

建設工事遅延 

EPC コントラクターの能力

不足、管理不足等を原因と

する工事遅延による、収入

機会の減少 

低
減 

工事期間厳守と、工事遅延発

生時の損害補償を前提とした

契約を締結し、工事遅延によ

る損害の発生リスクを低減す

る。 

事業費増大 

建設費の見積不足による、

事業開始後の追加投資の発

生 
低
減 

見積額厳守を前提とした契約

を締結し、事前に予定してい

た事業費の増大による損害発

生リスクを低減する。 

災害発生 

現場での事故や火災による

損害の発生 移
転 

O&M コントラクターに発電所

の運転を委託することで、事

故の発生などによる損害発生

リスクを移転する。 

供給廃棄物の

不足 

他の廃棄物処理方法や処分

より、焼却処理の価格が高

額のため、充分な都市廃棄

物を収集できない 
回
避 

事業対象地域の廃棄物を確保

するため、事業に先だって廃

棄物供給契約を締結するとと

もに、対象地域外の廃棄物供

給ができるよう、燃料補填の

措置を講ずる。 

衛生保護ゾー

ンの拡大 

第 2 焼却工場跡地で新焼却

施設を建設する際、住民住

宅が新たな衛生保護ゾーン

内に入り、法規制に矛盾 

回
避 

衛生保護ゾーンの縮小を要求

する。 

焼却発電キャ

パシティ法が

否決 

焼却発電キャパシティ法が

可決されないと、売電によ

る収入減が大幅に低下 

回
避 

他の財源をロシア連邦政府、

或はモスクワ市政府が担保す

る。 

回避：対象リスクを含むある手段の採用をしない（例：事業断念など） 
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移転：保険付保などにより、他者にリスクを移転する 
低減：維持管理の強化などにより、リスク発生確率や影響度を低減する 
保有：リスクを保有し、事後対応をとる 

 

（ ）供給廃棄物の不足 

本事業で考えられる主なリスク（表 8-8）のうち、供給廃棄物の不足リスクに対しては、

十分に近隣地区との廃棄物供給の補填システムを講ずることで、回避する。 
本事業では、該当地区のみならず、モスクワ市全体においては、都市廃棄物を適切に

処理する施設が不足しているので、フル・キャパシティでの施設稼働を前提としている。

しかしながら、現状を鑑みると、日本とは異なり、ロシアでは焼却処理は、廃棄物処分と

同じものとみなされている。廃棄物の回収・運搬及び焼却の全体費用は、距離の離れた埋

立地に輸送し処分するよりも高額な場合、充分な都市廃棄物量を確保するのは、困難な作

業になる可能性がある。その結果として、エコテクプロム社が、第 2 焼却工場で直面した

のと同様な問題が起こり得る。 
埋立処分よりも焼却処理・エネルギー回収の優先度を高くする法制度が必要で、また、

それを実現させるための経済メカニズムについてさらに調査を行う必要があると考えられ

る。 

（ ）衛生保護ゾーンの拡大 

衛生保護ゾーン規制により、原則として、Hazard Class 1 である廃棄物処理能力 4 万

ton/year 以上の焼却施設の衛生保護ゾーンは、原則として、施設を中心として少なくとも

半径 1000mと定まっている。衛生保護ゾーン内に住宅が認められておらず、保護ゾーンと

住民が住んでいる地域の境線において、焼却施設の排出ガスには公害物質が Resolution of 
the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation30.05.2003 N.114 (ed. 30.08.2016) の基準

より下回ることが、義務化されている。 
本事業の実施サイトとして検討している第 2 焼却工場の用地から 1,000m の衛生保護ゾー

ンを設計すると、住宅がゾーン内に入るので、建設許可を得られない。しかしながら、現

在の第 2 焼却工場の衛生保護ゾーンは 260m である。実際に、衛生保護ゾーン規制は、第

5 条を通じて、衛生保護ゾーンの縮小を認めているためである。第 2 焼却工場はどのプロ

セス・手続き等を行い、衛生保護ゾーンを縮小できたかを、本調査で明らかにすることが

できなかった。また、様々な利害関係者をヒアリングし、新しい施設の建設に 260m の衛

生保護ゾーンを認めてもらうことは困難であるという意見を多く得た。 
本調査を実施する過程で、調査実施者はハルティア社が廃棄物処理事業を行っている東

地区にある第 4 焼却工場についても実施サイトとして検討した。しかしながら、第 2 焼却
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工場と同様、第 4 焼却工場の衛生保護ゾーンは縮小され、500m である。この点について

は、「仮にこれからプラント No.4 の用地での新しい焼却施設を検討しても、衛生保護ゾー

ンの課題は一緒で、モスクワ市の不動産ブームが生じ、新しい住宅が徐々にプラント N.4
の衛生保護ゾーンに近づいている」との意見がある。 
上記を踏まえ、本事業の候補実施サイトである第 2 焼却工場をはじめ、モスクワ市で焼

却施設を建設する際に適切な衛生保護ゾーンを確保することができない限り、事業実施が

困難であると考えられる。 
 

（ ）焼却発電キャパシティ法の否決 

本事業は、焼却処理料金に過剰に依存することなく、民間投資家に充分な利益性をもた

らすために、電力キャパシティ市場での売電の収入は必要不可欠であると考えられる。ま

た、可決される場合でも、法で規制されているキャパシティ制度を対処としている施設の

CAPEX（投資費用）及び OPEX（運営管理費用）の上限を、それぞれ約 420,000 RUB/kW
と約 1,217 RUB/kW month より大幅に低い値で設定されると、キャパシティ制度を利用し

ても、事業の利益性の確保が困難となる。 
現在、焼却発電を電力キャパシティ市場に認める草案がパブリック・ヒアリング中であ

り、2017 年にロシア連邦議会で審議されると考えられる。 
 

 総合評価 

本調査では、法制度の整備状況、技術的実施可能性、経済的な事業性及び社会的受容性

の各側面から、モスクワ市における日本の廃棄物焼却発電技術を利用した、最新型の廃棄

物焼却発電所の建設および運営の実現可能性を検討した。 
 
法制度の整備に関しては、廃棄物焼却発電所の建設及び今後の運営に係るロシア連邦及

びモスクワ市の法制度の現状、更には今後の法令等の承認や施行予定に関する情報の収集、

整理及び分析を行った。そのなかで、最も重要だと考えられるのは廃棄物管理に関する法

規制とエネルギーの買取り価格の助成制度である。 
近年、モスクワ市においては、年々発生量が増え続けている都市廃棄物の適切な管理、

処理及び処分が深刻な課題となっていることを冒頭で述べた。新規最終処分場の建設が困

難な状況であるなか、モスクワ市が可決したテリトリースキームは、モスクワ市内で発生

された都市廃棄物を指定した地域を対象に、包括的に処理する制度の設計及び実施を図る

こと目的としたものである。2018 年 1 月 1 日から実施される予定のテリトリースキームに

おいては、モスクワ市が、各地区で発生された廃棄物に対して、収集・運搬・中間処理・
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工場と同様、第 4 焼却工場の衛生保護ゾーンは縮小され、500m である。この点について
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最終処分といった包括的な処理サービスを、リージョナル・オペレーターと呼ばれる廃棄

物処理業者に委託するものである。 
現時点で、テリトリースキーム、その他のロシア連邦またはモスクワ市の都市廃棄物に

関する法規制においては、廃棄物焼却処理が埋立処分と同等扱いになっており、焼却処理

を優先的に促進する仕組みはない。焼却処理コストは、最終処分コストよりもかなり大き

いことから、この状況の下で日本民間企業が焼却発電所を建設した場合、発電の燃料であ

る廃棄物の安定的な供給を確保することが困難となることが推測される。 
また、エネルギーの買い取り価格の助成制度に関しては、廃棄物焼却発電技術での発電

に対する助成制度は存在しない。一方で、新規の廃棄物焼却発電所で発電された電力をキ

ャパシティ制度での買い取りを求める草案が 2016 年にロシア議会に提出され、現在は公

聴会中であり、ロシア議会での投票がいつ行われるかは未定である。 
 
技術的実施可能性に関しては、検討されている焼却処理技術の妥当性、建設許可等に関

する検討を行った。モスクワ市一般廃棄物の性状を確認した結果、本調査で検討された全

連続運転・ストーカ方式の焼却技術が適切だと判断した。 
また、建設候補地である第 2 焼却工場の用地を更地にした状態を前提として考えると、

900ton/day の廃棄物処理能力、21MW 発電能力を持つ施設を建設することが可能だと判断

する。 
一方、建設許可等に関しては、衛生保護ゾーンの設定が課題となっている。衛生保護ゾ

ーン規制により、処理能力 4 万 ton/year 以上の廃棄物焼却施設の衛生保護ゾーンは 1,000m
と定められている。既存施設に関しては、衛生保護ゾーンを縮小することが認められてい

るものの、新規の施設については明確に記載されておらず、事業実施者として、大きなリ

スク源になると考えられる。 
 
事業性に関しては、事業の収入源を焼却処理費、市場価格での売電、および焼却発電技

術が助成制度の対象となることを想定したキャパシティ売電に基づいた複数のシナリオを

検討した。キャパシティ法に基づく収益の実現が不可能な場合、事業実施者は、事業性の

高い事業を確保するために、焼却処理料金（チッピング･フィー）を高く設定する必要性

があり、ロシア側としての受け入れが困難だと考えられる。  
 
社会的受容性に関しては、モスクワ市民の焼却施設に対するスタンスを把握するために、

オンラインアンケートを実施した。モスクワ市内では既存の焼却発電施設も稼動している

が、廃棄物処理施設＝不衛生なものという概念があり、また、廃棄物焼却より、リサイク

ルを推進すべきという意見もある。近隣での施設の稼動に対する抵抗もあるので、焼却発

電への市民合意形成を積極的に促進しなければ、廃棄物焼却発電事業に対するモスクワ市

民の抵抗を無くすことが困難だと考えられる。 
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上記財務分析に基づいた事業の収益性や、事業評価及び事業リスク分析を踏まえ、現時

点では、日本の民間企業が主導することを前提とした本事業の実現可能性については不確

実性を含め課題が多い。 
 
最近数年にモスクワ市をはじめ、ロシアでは都市廃棄物管理・処理に関する法制度や

様々な仕組みが成立し、実施されている。しかしながら、本報告書で明らかにしたとおり、

モスクワ市で発電焼却施設を建設するに先立ち、以下が実施される必要性がある。 
 
・焼却発電キャパシティ法の可決 
・焼却処理の優先度を埋立処分より高くし、それを反映する経済的メカニズムの設定 
・衛生保護ゾーンの明確化 
・焼却発電への市民合意形成 
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